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※１　編集委員長は、県史編集の統括を行う。

※２　部会の構成・分掌
          　構成：部会長および執筆委員
            分掌：各分野において、県史編さんに必要な資料
　　　　　　　　　　の調査、執筆、編集等
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滋賀県史編さんにかかる組織について（イメージ図）
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　編集委員長
※１

　副編集委員長（編集長が欠けたときの代
行）
　各部会長(①②③‥）
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県史編さんに関する重要事項を検討
　例）・部会数、編さん期間など大綱に定める事項
　　　 　の変更
　　　　・「県民への情報提供等」の実施状況（年間
　　　　　報告）、および翌年度の実施計画

　県史の編集に関わる検討
　専門部会間の調整
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